
宮動重税についてのお知らせ蕗福岡県
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自動車税は、粥､期限までに納税をお願いします。
次のコンビニエンスストアで、全国どこからでも納税ができます。ぜひご利用ください。
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なお、コンビニでは延滞金の納付はできません。

＆
延滞金が加算される場合は、本税納付までの延滞金を別途県税事務所よりお知らせします。

⑮富動重税の納税義務者
自動車税は、４月１曰現在車検証に記載されている所有者（売主が所有権を留保されている場合は買い主で

ある使用者)に対して課税されます(地方税法第１４５条､福岡県税条例第４８条)。

したがって、車検切れ等によって実際に道路の運行に供されていない自動車であっても抹消登録をしていな

い場合や他人に譲渡しても３月３１日までに移転登録をしていない場合は､課税されることになります。

自動車を譲ったり下取りに出した時、廃車(スクラップ）した時等は、必ず運輸支局で移転登録又は抹消登

録の手続きを行ってください。

②自動車税の払戻し（還付）について
自動車を抹消登録した場合、その翌月から３月分までの自動車税が月割りで減額（還付）されます。

自動車を抹消登録したときは、運輸支局からその旨の連絡が福岡県にありますので、県での事務手続き後、

登録の１ケ月～２ケ目後に還付通知書を発送します(特別な手続きは必要ありません｡)。還付通知書に記載さ

れた金融機関で、通知書と引き換えに還付金をお受け取りください。

ただし、３月に抹消登録した場合、福岡県に税金の未納がある場合（充当されます)、名義変更（移転登録）

した場合には還付金は発生しません。

Ｓ身体障害者等の方への減免について
身体障害者手帳戦傷病者手帳療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が使用する自動車につ

いては､自動車の名義､障害の程度等一定の要件のもとに申請をすれば､自動車税が減免される場合があります。

詳しくはお近くの県税事務所にお尋ねください。

（福岡県ホームページに｢身体障害者等の方の自動車税及び自動車取得税の減免制度概要」を掲載しています｡）

②転居や改姓をされた皆様へ
住民票を移しても、車検証の住所は変わりません｡転居又は改姓をされた場合は、すみやかに運輸支局で変

更登録を行ってください（道路運送車両法第１２条)。

平成２２年３月３１日までに変更登録の手続きが出来ない場合は、平成２２年度の納税通知書が届かないこ

とがありますので、別添の「自動車税住所変更申出書」に必要事項を記入し、返送してください。ご連絡いただ

いた内容について電話で確認させていただく場合がありますので、必ず電話番号をご記入ください。

なお、このはがきで納税義務者の変更（改姓を含む｡）はできません。納税義務者を変更されるときは運輸支

局で所定の手続きをしてください。




